
平
成
二
十
三
年
総
務
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号

運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
営
業
用
バ
ス
　
自
動
車
登
録
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
別
表
第
二
の
自
動
車
の
範
囲
欄
の
２
に
掲
げ
る
自
動
車
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
運
輸
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

二
　
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
　
自
動
車
登
録
規
則
別
表
第
二
の
自
動
車
の
範
囲
欄
の
１
、
４
又
は
６
に
掲
げ
る
自
動
車
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
運
輸
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

三
　
自
家
用
バ
ス
　
自
動
車
登
録
規
則
別
表
第
二
の
自
動
車
の
範
囲
欄
の
２
に
掲
げ
る
自
動
車
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
営
業
用
バ
ス
以
外
の
も
の
を
い
う
。

四
　
自
家
用
ト
ラ
ッ
ク
　
自
動
車
登
録
規
則
別
表
第
二
の
自
動
車
の
範
囲
欄
の
１
、
４
又
は
６
に
掲
げ
る
自
動
車
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
以
外
の
も
の
を
い
う
。

五
　
営
業
用
バ
ス
等
　
営
業
用
バ
ス
、
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
、
自
家
用
バ
ス
及
び
自
家
用
ト
ラ
ッ
ク
を
い
う
。

六
　
交
付
年
度
　
都
道
府
県
が
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
を
交
付
す
る
年
度
を
い
う
。

七
　
交
付
対
象
者
　
運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
者
を
い
う
。

（
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

Ａ×

Ｂ×

Ｃ×

Ｄ×

（
１－

０
．
０
７
）

算
式
の
符
号

Ａ
　
交
付
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
軽
油
引
取
税
の
収
入
見
込
額

Ｂ
　
交
付
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
営
業
用
バ
ス
等
の
軽
油
使
用
量
の
総
計
の
当
該
年
度
に
お
け
る
徴
収
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
係
る
課
税
標
準
た
る
数
量
の
総
計
に
対
す
る
割
合
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

Ｃ
　
交
付
対
象
者
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
値

算
式

ｅ÷

（
ａ
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ
）

算
式
の
符
号

ａ
　
営
業
用
バ
ス
の
標
準
軽
油
使
用
量
（
営
業
用
バ
ス
、
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
、
自
家
用
バ
ス
又
は
自
家
用
ト
ラ
ッ
ク
ご
と
に
交
付
年
度
の
前
々
年
度
以
前
５
箇
年
度
内
の
各
年
度
に
お
け
る
当
該
自
動
車
の
軽
油
使
用
量
の
合
計
を

当
該
各
年
度
の
９
月
末
日
に
お
け
る
当
該
自
動
車
の
登
録
台
数
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
４
条
に
規
定
す
る
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
台
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

合
計
で
除
し
た
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
に
交
付
年
度
の
前
年
度
の
９
月
末
日
に
お
け
る
営
業
用
バ
ス
の
当
該
都
道
府
県
内
の
登
録
台
数
を
乗
じ
た
も
の

ｂ
　
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の
標
準
軽
油
使
用
量
に
交
付
年
度
の
前
年
度
の
９
月
末
日
に
お
け
る
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の
当
該
都
道
府
県
内
の
登
録
台
数
を
乗
じ
た
も
の

ｃ
　
自
家
用
バ
ス
の
標
準
軽
油
使
用
量
に
交
付
年
度
の
前
年
度
の
９
月
末
日
に
お
け
る
自
家
用
バ
ス
の
当
該
都
道
府
県
内
の
登
録
台
数
を
乗
じ
た
も
の

ｄ
　
自
家
用
ト
ラ
ッ
ク
の
標
準
軽
油
使
用
量
に
交
付
年
度
の
前
年
度
の
９
月
末
日
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
内
の
自
家
用
ト
ラ
ッ
ク
の
登
録
台
数
を
乗
じ
た
も
の

ｅ
　
交
付
対
象
者
の
う
ち
、
営
業
用
バ
ス
を
用
い
て
行
わ
れ
る
運
輸
事
業
を
営
む
者
を
構
成
員
と
す
る
も
の
又
は
当
該
事
業
を
営
む
地
方
公
共
団
体
に
あ
っ
て
は
営
業
用
バ
ス
の
標
準
軽
油
使
用
量
に
交
付
年
度
の
前
年
度
の
９
月

末
日
に
お
け
る
交
付
対
象
者
に
係
る
営
業
用
バ
ス
の
登
録
台
数
を
乗
じ
た
も
の
、
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
を
用
い
て
行
わ
れ
る
運
輸
事
業
を
営
む
者
を
構
成
員
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の
標
準
軽
油
使
用
量
に
交
付

年
度
の
前
年
度
の
９
月
末
日
に
お
け
る
交
付
対
象
者
に
係
る
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の
登
録
台
数
を
乗
じ
た
も
の

Ｄ
　
平
成
６
年
度
以
降
に
交
付
さ
れ
た
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
各
年
度
に
お
け
る
総
額
の
水
準
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
算
定
す
る
た
め
に
乗
ず
べ
き
数
値
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
交
付
の
手
続
）

第
三
条
　
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
の
手
続
は
、
都
道
府
県
の
規
則
で
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
に
つ
い
て
の
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
総
務
大
臣
が
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
別
表
に
掲
げ
る
」
と
す
る
。

附
則
別
表
（
附
則
第
二
条
関
係
）

交
付
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
営
業
用
バ
ス
等
の
軽
油
使
用
量
の
総
計
の
当
該
年
度
に
お
け
る
徴
収
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
係
る
課
税
標
準
た
る
数
量
の
総
計
に
対
す
る
割
合

０
．
９
１

営
業
用
バ
ス
の
標
準
軽
油
使
用
量

１
３
，
３
２
０
リ
ッ
ト
ル

営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の
標
準
軽
油
使
用
量

１
４
，
１
５
０
リ
ッ
ト
ル

自
家
用
バ
ス
の
標
準
軽
油
使
用
量

２
，
５
７
０
リ
ッ
ト
ル

自
家
用
ト
ラ
ッ
ク
の
標
準
軽
油
使
用
量

１
，
９
２
０
リ
ッ
ト
ル

1



平
成
６
年
度
以
降
に
交
付
さ
れ
た
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
各
年
度
に
お
け
る
総
額
の
水
準
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
算
定
す
る
た
め
に
乗
ず
べ
き
数
値

（
１
５÷

１
３
０
）×

０
．
３
８
７
５
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